
広域連合議会平成２６年第１回定例会 広域連合長提出予定議案概要

番号 件 名 概 要

議案第１号
平成２５年度一般会計
補正予算（第１号）

○ 補正額 ２億８，０７９万３千円
予算総額 ８億１，９２３万円を

１１億２万３千円に補正
○ 歳入は、市町村が行う長寿健康増進事業（以下「健康事業」
という。）に係る特別調整交付金、臨時特例基金繰入金、財
産収入、前年度繰越金（全額予算化）、諸収入の増額

○ 歳出は、健康事業に係る前年度特別調整交付金返還金、医
療制度事業費補助金返還金、健康事業に係る特別対策補助
金、財政調整基金への積立金による増額と総務費執行見込額
精査による減額

議案第２号
平成２５年度後期高齢
者医療特別会計補正予
算（第２号）

○ 補正額 ６億３，１０１万７千円
総額 ３，１１０億３，９１７万６千円から

３，１１６億７，０１９万３千円に補正。
○ 歳入は、前年度繰越金の増（返還金に要する財源）。
○ 歳出は、諸支出金の増（２４年度の療養給付費負担金精算
による返還金、健康診査事業国庫補助金の精算見込みによる返
還金）

議案第３号
平成２６年度一般会計
予算

○ 予算総額 ２４億３，５４１万７千円
○ 歳入は、市町村からの分賦金、事業経費に係る国・府支出
金のほか、平成２６年度保険料軽減特例措置に係る円滑運営
臨時特例交付金等

○ 歳出は、事務局運営や事業に係る経費のほか、平成２６年
度保険料軽減特例措置に係る後期高齢者医療制度臨時特例
基金積立金等

議案第４号
平成２６年度後期高齢
者医療特別会計予算

○ 予算総額３，０６６億３９万４千円
○ 歳入は、被保険者の保険料、法定の国・府負担金及び市町
村負担金、協会けんぽ・国保等保険者からの支援金、臨時特
例基金からの繰入金等

○ 歳出は、医療給付費等

議案第５号
後期高齢者医療に関す
る条例の一部改正

○ 平成２６・２７年度後期高齢者医療保険料率の改定
均等割額４７，４８０円（現行４６，３９０円）
所得割率９．１７％（現行９．１２％）

○ 賦課限度額の引上げ（５５万円→５７万円）
○ 保険料軽減対象の拡充（２割、５割軽減）

議案第６号
後期高齢者医療制度臨
時特例基金条例の一部
改正

○ 低所得者及び被用者保険の被扶養者であった者への保険
料軽減のために国から交付される財源を積み立てる当該基
金について、平成２６年３月３１日で設置期限が到来するこ
とから、国通知に基づき１年間延長するもの。

同意第１号 監査委員の選任
○ 欠員となっている監査委員の選任

・氏名 北村 治千代（八幡市監査委員）
任期 平成２６年２月１４日～平成３０年２月１３日

同意第２号 公平委員会委員の選任
○ 欠員となっている公平委員の選任

・氏名 山本 昭雄（井手町公平委員）
任期 平成２６年２月１４日～平成３０年２月１３日





【参考資料】

① 議案第１号 平成２５年度京都府後期高齢者医療広域連合一般会計補正

予算（第１号） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

② 議案第２号 平成２５年度京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）・・・・・・・・・・・・・３

③ 議案第３号 平成２６年度京都府後期高齢者医療広域連合一般会計予算

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

④ 議案第４号 平成２６年度京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医

療特別会計予算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８

⑤ 議案第５号 京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条

例の一部を改正する条例の制定について・・・・・・・・１０

⑥ 議案第６号 京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特

例基金条例の一部を改正する条例の制定について・・・・１３

⑦ 同意第１号 京都府後期高齢者医療広域連合監査委員の選任について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５

⑧ 同意第２号 京都府後期高齢者医療広域連合公平委員会委員の選任につ

いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６



  



件 名 ① 平成２５年度一般会計補正予算（第１号） 

 

１ 概要 

補正前の額 補正額 補正後の額 

819,230千円 280,793千円 1,100,023千円 

 

⑴ 主な補正内容としては、市町村において実施する人間ドック等の長寿健康増進

事業の所要額の確定による特別調整交付金の増額、前年度繰越金及び今年度の事

業執行不用分の財政調整基金への積み立て等となっている。 

⑵ 例年補正予算により交付されていた低所得者及び被用者保険の被扶養者であ

った者への保険料軽減を図るための円滑運営臨時特例交付金については、平成２

６年度から当初予算で交付されることから、本広域連合においても議案第３号の

平成２６年度一般会計予算において計上している。 

 

 

２ 歳入 

（単位：千円） 

区分 補正前の額 補正額 補正後の額 補正理由 

国庫支出金 32,149 221,506 253,655  

 (特別調整交付金) 30,000 221,506 251,506 
長寿健康増進事業（人間ドック事業

等）実施市町村への特別対策補助 

財産収入 1 265 266 財政調整基金利子 

繰入金 4,673 8,244 12,917  

 
(後期高齢者医療制度

臨時特例基金繰入金) 
4,672 8,244 12,916 

周知・広報、相談体制整備に係る市

町村及び広域連合実施分の繰入 

繰越金 1 40,385 40,386 前年度繰越金 

諸収入（預金利子） 1 115 116 預金利子 

諸収入（雑入） 856 10,278 11,134  

 (特別対策補助金返還金)  0 10,278 10,278 平成 24年度特別対策補助金返還金 

歳 入 合 計 819,230 280,793 1,100,023   
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３ 歳出 

（単位：千円） 

区分 補正前の額 補正額 補正後の額 補正理由 

総務費 709,514 280,793 990,307  

 総務管理費 239,353 10,485 249,838  

 

 

(特別調整交付金 

返還金) 
0 10,278 10,278 

平成24年度人間ドック等事

業所要額確定による返還 

(医療制度事業費補助

金返還金) 
0 207 207 

平成24年度保険者機能強化

事業所要額確定による返還 

業務管理費 444,967 200,080 645,047  

 

(特別対策補助金) 0 230,463 230,463 
人間ドック等市町村実施事

業に対する補助金 

(事業費) 444,967 △ 30,383 414,584 事業執行不用による減額 

財政調整基金積立金 24,668 70,228 94,896 

繰越金及び事業執行不用額

等の財政調整基金への予算

積立 

歳 出 合 計 819,230 280,793 1,100,023 
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件 名 ② 平成２５年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

１ 概要 

補正前の額 補正額 補正後の額 

311,039,176千円 631,017千円 311,670,193千円 

 

(1) 平成２４年度に健康診査に係る補助金として概算で交付された国庫支出 

金及び療養給付費に係る市町村負担金について、所要額を確定させたところ

超過となったため、前年度の繰越金を活用して返還するもの。 

(2) 歳入は、前年度繰越金。 

(3) 歳出は、国庫支出金返還金 ３，１４５千円、 

市町村支出金返還金 ６２７，８７２千円。 

 

２ 歳入 

（単位：千円） 

区 分 補正前の額 補正額 補正後の額 

繰越金 7,417,959 631,017 8,048,976 

歳 入 合 計 311,039,176 631,017 311,670,193 

 

 

３ 歳出 

                                 （単位：千円） 

区分 補正前の額 補正額 補正後の額 

諸支出金 6,202,851 631,017 6,833,868 

 
(国庫支出金返還金) 0 3,145 3,145 

(市町村支出金返還金) 0 627,872 627,872 

歳 出 合 計 311,039,176 631,017 311,670,193 
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件 名 ③ 平成２６年度一般会計予算 

 

１ 概要 

平成２６年度当初 平成２５年度当初 比較（増△減） 

2,435,417千円 819,230千円 1,616,187千円 

 

⑴ 予算規模は２４億３，５４１万７千円で、対前年度比１６億１，６１８万７千円の

増(１９７．３％増）となっている。 

 

⑵ 例年と比べて予算規模が大幅に増加しているのは、これまで補正予算により交付さ

れていた低所得者及び被用者保険の被扶養者であった者への保険料軽減を図るための

円滑運営臨時特例交付金が、平成２６年度から当初予算で交付されることによるもの

である。 

なお、当該交付金については、後期高齢者医療制度臨時特例基金に積み立てるため

一時的に一般会計で受け入れるものであり、受入額と同額を基金へ積み立てる。 

 

⑶ 当該交付金（１７億２，０４４万３千円）を除いた歳入歳出総額は７億１，４９７

万４千円であり、対前年度比１億４２５万６千円の減（１２．７％減）となっている。 

 

⑷ 平成２６年度については、基幹業務の堅実な運営に加え、保険者機能向上等の取

組みについて、効果的なものへの重点化や市町村との一層の連携等により推進を図

っていく。 

 

⑸ 歳入は、市町村からの分賦金約６億６千万円（据置）のほか、円滑運営臨時特例

交付金約１７億２千万円、その他国・府支出金約５千万円。 

 

⑹ 歳出は、保険者機能向上の取組として約８千８百万円のほか、今後の電算処理シ

ステム機器更改に備えるための積立金として約３千万円、事務局運営に係る経常的

な経費として約５億９千７百万円、臨時特例基金積立金約１７億２千万円を計上し

ている。 
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２ 歳入 

（単位：千円）   

区分 主な内容 ２６年度当初予算額 ２５年度当初予算額 
比較 

（増△減） 

分担金及び 

負 担 金 

市町村分賦金（広域連合を構

成する２６市町村が負担） 
664,431 664,431 0 

国・府支出金 

事業経費への国・府補助

金、円滑運営臨時特例交付

金 

1,770,330 149,267 1,621,063 

繰 入 金 
財政調整基金、 

臨時特例基金の取崩し 
2 4,673 △4,671 

そ の 他 
預金利子、 

公舎使用料等 
654 859 △205 

歳 入 合 計  2,435,417 819,230 1,616,187 

 

３ 歳出 

（単位：千円）   

区分 主な内容 ２６年度当初予算額 ２５年度当初予算額 
比較 

（増△減） 

議 会 費 議会運営経費 1,212 1,197 15 

総 務 費  2,424,805 709,514 1,715,291 

 

総務管理費 
人件費、事務室賃借料

等経費 
207,380 239,353 △31,973 

業務管理費 
標準システム関係経費

ほか事業経費 
466,284 444,967 21,317 

臨特基金積

立金 

法定軽減を上回る保険

料軽減財源 
1,720,443 0 1,720,443 

その他 財政調整基金積立ほか 30,698 25,194 5,504 

民 生 費 特別会計への繰出金 2,400 101,519 △99,119 

予 備 費 
予算外の執行や予算超過 

に充用するための経費 
7,000 7,000 0 

歳 出 合 計  2,435,417 819,230 △1,616,187 
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４ 保険者機能向上の取組 

  第２次広域計画に掲げた保険者機能向上を図るため、「保健事業の充実」「医療費の適正

化」「市町村等との連携強化」の３本柱を基本方針に据えて取組んでいるが、改善及び充

実を図り、より効果的に推進していく。 

 事業名 事業概要 
26 年度 

予算案 

25 年度 

当初予算 

保
健
事
業
の
充
実 

健康づくり 

推進事業 
事業期間満了のため廃止 － 30,000 

保健医療対

策推進事業

(仮称) 

新規 

京都府との連携強化を協議している後期高齢者保健医療

対策推進協議会での議論を踏まえ、介護、福祉等の他分野と

の連携強化を図る事業などを実施するとともに、保健事業に

関連する国の新規事業や後期保健事業実施指針等を踏まえ

た事業の充実を図り、被保険者の健康の保持・増進並びにＱ

ＯＬ向上を目指す。 

30,000 － 

健康診査 

(追加項目) 

への補助 

腎機能低下の早期発見のため、市町村が実施する血清クレアチニン

検査費用の一部を、広域連合が独自に補助する。（血清クレアチニン

の検査費用は、国庫補助対象外。） 

3,885 3,804 

医
療
費
の
適
正
化 

後発医薬品 

利用差額 

通知 

医療費適正化の一環として、指定する薬剤（生活習慣病や慢性疾患）

について、１か月に１４日以上処方され、後発医薬品に切り替えた場

合の１薬剤、１処方ごとの差額が３００円以上となる被保険者に対し

て、利用差額通知を送付する。 
2,975 4,042 

拡充 
・後発医薬品希望カードを同封する。 

(カード増刷分は別途予算計上) 

第三者求償 

確認事務 

交通事故等、傷病の原因が第三者の行為によるものについて、第三

者に対して医療費の求償を進めるため、被保険者宛に傷病の原因の調

査文書を送付し、必要な届の提出を促す。（予算額には、国保連合会

へ支払う第三者求償事務手数料を含む。） 

20,752 16,947 

鍼灸等療養

費審査 

 

鍼灸、あんま・マッサージの支給申請に対する審査強化のため、審

査業務、患者照会の発送業務等を委託する。 

9,216 11,920 

拡充 

・患者調査の重点化 

・患者調査・返戻後の再請求状況の分析 

・入院レセプトとの突合 

・施術師への請求ルールの徹底（ホームページ等) 

療養費（受領

委任）医療費

通知 

被保険者の療養費支給状況の確認や制度の理解促進を図るため、柔

道整復、鍼灸、あんま・マッサージの施術を受けた被保険者に、年２

回、療養費の医療費通知を送付する。 

7,487 21,267 
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市
町
村
等
と
の
連
携
強
化 

市町村にお

ける健康対

策事業等へ

の支援 

 市町村で実施される後期高齢者医療被保険者を対象とした健康対

策事業等の取組を支援する。 
7,020 6,958 

意見を聴く

場の設置 

市町村との協議の場を設け、広域連合の運営方針の共有や市町村ニ

ーズの把握に努める等一層の連携強化を図る。 
200 400 

広報機能 

強化事業 

広域連合が指定する内容の広報を実施した市町村に対し、市町村規

模に応じた経費を補助する。 
4,753 4,672 

意見を聴く場から出された意見に基づく事業 

周知広報 

研究事業 
新規 

市町村懇談会において出された、「被保険者への説明に特

に苦慮している制度（特別徴収から普通徴収への切り替え、

第三者行為の届け出等）について、何か説明用リーフレット

等あるとありがたい」という意見に基づき実施するもの。被

保険者の制度への理解促進を図るため、各市町村において独

自に作成されている資料を収集、集約しながら、周知広報に

関する研究について、市町村と共同で取り組む。 

1,600 － 

研修事業 新規 

従来の初任者研修に加え、業務研修や後期高齢者医療保険

制度に関する研修を実施し、市町村と広域連合職員双方での

業務の習熟度向上を図る。 

100 － 

合  計 87,988 100,010 
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件 名 ④ 平成２６年度後期高齢者医療特別会計予算 

 

１ 概要 

平成２６年度当初 平成２５年度当初 比較（増△減） 

306,600,394千円 304,896,425千円 1,703,969千円 

 

⑴ 予算規模は３，０６６億円で、対前年度比約１７億円の増（０．６％

増）。 

⑵ 歳出の大半は保険給付費となっている。予備費が前年度から著増とな

っているが、平成２７年度の保険料軽減に要する財源が含まれることに

よるもの。 

⑶ 歳入は、主に、市町村が収納する保険料、保険給付費に対する国・京

都府・市町村の法定の負担金、国保・健保保険者等からの支援金である。 

   繰越金は、保険料軽減に当てるもので、平成２７年度に活用する分を

含むため、前年度より大幅な増額となっている。 

 

２ 歳入 

（単位：千円）   

区分 主な内容 ２6年度当初予算額 ２5年度当初予算額 
比較 

（増△減） 

市町村支出金 

保険料、 

基盤安定負担金、 

療養給付費負担金 

52,562,388 52,431,485 130,903 

国 支 出 金 
給付費の一部の国か

らの支出金等 
95,189,514 94,225,490 964,024 

府 支 出 金 
給付費の一部の府か

らの支出金等 
25,755,312 25,640,887 114,425 

支払基金交付金 
国保・健保保険者等か

らの支援金等 
127,594,160 128,984,021 △1,389,861 

繰 越 金 保険料軽減の財源 3,260,000 1,275,208 1,984,792 

繰 入 金 
諸 収 入 等 

基金からの繰入金

等 
2,239,020 2,339,334 △100,314 

歳 入 合 計  306,600,394 304,896,425 1,703,969 
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３ 歳出 

（単位：千円）   

区分 主な内容 ２6年度当初予算額 ２5年度当初予算額 
比較 

（増△減） 

保 険 給 付 費 
保険給付費、 

審査支払手数料等 
304,271,228 304,118,640 152,588 

拠 出 金 

府財政安定化基金 

拠出金、 

特別高額医療費 

共同事業拠出金 

311,440 425,404 △113,964 

保 健 事 業 費 
市町村健診事業 

補助 
320,940 290,281 30,659 

公 債 費 、 

諸 支 出 金 
保険料還付金等 61,100 61,100 0 

予 備 費 
翌年度保険料軽減

分等 
1,635,686 1,000 1,634,686 

歳 出 合 計  306,600,394 304,896,425 1,703,969 
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件 名 ⑤ 後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
 

１ 改正の趣旨 

  ２年ごとに改定することとされる後期高齢者医療保険料率について、次期

（平成２６・２７年度）保険料率を定めるもの。 

  また、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の改正に伴い保険料の賦課

限度額及び保険料軽減について改めるもの。 
  

２ 改正の内容 

 ⑴ 平成２６・２７年度後期高齢者医療保険料率 
   

 平成２６・２７年度 平成２４・２５年度 改定額・率 

保
険
料
率 

均等割額 ４７，４８０円 ４６，３９０円 １，０９０円 

所得割率 ９．１７％ ９．１２％ ０．０５％ 

１人当たり 

平均保険料額

（軽減後） 

７３，８２２円 ７４，２８６円 
  △４６４円 

   △０．６％ 

 

 ⑵ 賦課限度額の引き上げ ５５万円→５７万円 

   中低所得者の保険料負担軽減のため、高齢者の医療の確保に関する法律

施行令において、賦課限度額が引き上げられたことによるもの。 
 

 ⑶ 保険料軽減対象の拡大 

   保険料軽減対象を拡大するため、高齢者の医療の確保に関する法律施行

令において、対象となる軽減判定所得の基準額が引き上げられたことによ

るもの。 
 

① ２割軽減の拡大…軽減対象となる所得基準額を引き上げる。 
 
（現行） 基準額 ３３万円＋３５万円×被保険者数  

（改正後）  基準額 ３３万円＋４５万円×被保険者数  
 

② ５割軽減の拡大…現行、二人世帯以上が対象であるが、単身世帯につ 

いて対象とするとともに、軽減となる所得基準額を引き上げる。 
 
（現行）  基準額 ３３万円＋２４．５万円×（被保険者数－世帯主） 

（改正後）  基準額 ３３万円＋２４．５万円×被保険者数          
 

３ 施行日 

  平成２６年４月１日 
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＜保険料算定のしくみ（平成２６・２７年度 ２か年）＞ 
 
           ＜費 用＞    ＜収 入＞ 

           6, 233 億円    6, 233 億円 

 

 

 

 5,565 億円 

 

  

 

 
       

                       669 億円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜医療給付費の算定方法＞ 

年  度 
平成 24年度 

（実績） 

平成 25年度 

（見込） 

平成 26年度 

（見込） 

平成 27年度 

（見込） 

１人当たり医療給付費(A) 915,326円 928,141円 942,991円  957,136円 

伸び率（対前年度） 0.02％  1.4％   1.6％※   1.5％ 

伸び率（対 24年度） ― ― 3.0％   4.6％ 

被保険者数      （B） 304,002人 312,514人 320,952人 330,260人 

伸び率（対前年度）   2.8% 2.8％ 2.7％ 2.9％ 

伸び率（対 24年度） ―  ― 5.6％ 8.6％ 

給付費等総額 (A)×(B） 2,783億円 2,901億円 3,027億円 3,161億円 

２か年分 給付費総額 5,684億円 6,188億円 

 ※診療報酬改定分＋０．１％を含む。 

 

保険料必要額    A 624億円 

予定保険料収納率   B 99.00% 

賦課総額     A÷B     631億円 

 

 

医療給付費 

6,188 億円 

 

 

 

 

その他 45 億円 

 
公費負担分 
  2,943 億円 
 
後期高齢者交付金 

（若人からの支援） 

  2,609 億円 
 
その他 13 億円 

 

 

保険料必要額 
    624 億円   

 

財源対策 44.5 億

円 

京都府補助金 

1.2 億円を含む 

 

 
剰余金    32 億円 

財政安定化基金 12.5 億円 

 

 

 

 

 

 

 

 

財政安定化基金 

拠出金   3.7億円 

健診費用   7 億円 

審査支払 

手数料 14 億円 

葬祭費   19 億円 

       など 

    50％ 

比率 

    50％ 

均等割総額 

所得割率 

９．１７％ 所得割総額 

均等割額 

４７，４８０円

【円円 

財源対策を行わない
場合の保険料必要額 
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後期高齢者医療に関する条例 新旧対照表 

改正後 改正前 

   第４章 保険料 

（所得割率） 

第８条 平成２６年度及び平成２７年度の所得割率は、１００分の９．１７とする。 

（被保険者均等割額） 

第９条 平成２６年度及び平成２７年度の被保険者均等割額は、４７，４８０円とする。 

（保険料の賦課限度額） 

第１０条 第４条の賦課額は、５７０，０００円を超えることができない。 

（所得の少ない者に係る保険料の減額） 

第１４条 所得の少ない被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、次の各号に掲げる被保

険者の区分に応じ、当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額から当該各号に定める額を控

除して得た額とする。 

 ⑵ 当該年度の保険料の賦課期日において、前２号の規定による減額がされない被保険者、そ

の属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地

方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第２項に規定する

金額に当該世帯に属する被保険者の数に２４５，０００円を乗じて得た金額を加算した金額

を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に１０分

の５を乗じて得た額 

 ⑶ 当該年度の保険料の賦課期日において、前３号の規定による減額がされない被保険者、そ

の属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地

方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第２項に規定する

金額に当該世帯に属する被保険者の数に４５０，０００円を乗じて得た金額を加算した金額

を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に１０分

の２を乗じて得た額 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成２６年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第８

条から第１０条及び第１４条の規定は、平成２６年度以後の年度分の保険料について適用し、

平成２５年度分までの保険料については、なお従前の例による。 

 

 

   第４章 保険料 

（所得割率） 

第８条 平成２４年度及び平成２５年度の所得割率は、１００分の９．１２とする。 

（被保険者均等割額） 

第９条 平成２４年度及び平成２５年度の被保険者均等割額は、４６，３９０円とする。 

（保険料の賦課限度額） 

第１０条 第４条の賦課額は、５５０，０００円を超えることができない。 

（所得の少ない者に係る保険料の減額） 

第１４条 所得の少ない被保険者に対して賦課する被保険者均等割額は、次の各号に掲げる被保

険者の区分に応じ、当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額から当該各号に定める額を控

除して得た額とする。 

 ⑵ 当該年度の保険料の賦課期日において、前２号の規定による減額がされない被保険者、そ

の属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地

方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第２項に規定する

金額に当該世帯に属する被保険者（当該世帯主を除く。）の数に２４５，０００円を乗じて

得た金額を加算した金額を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被

保険者均等割額に１０分の５を乗じて得た額 

 ⑶ 当該年度の保険料の賦課期日において、前３号の規定による減額がされない被保険者、そ

の属する世帯の世帯主及びその属する世帯の他の世帯員である被保険者につき算定した地

方税法第３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区

分して計算される所得の金額の合計額の当該世帯における合算額が同条第２項に規定する

金額に当該世帯に属する被保険者の数に３５０，０００円を乗じて得た金額を加算した金額

を超えない世帯に属する被保険者 当該年度分の保険料に係る被保険者均等割額に１０分

の２を乗じて得た額 
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件 名 
⑥ 後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改正する条例の制定

について 

１ 改正の趣旨 

  後期高齢者医療制度臨時特例基金の失効日を延長する。 

 

２ 改正の内容 

  低所得者及び被用者保険の被扶養者であった被保険者への保険料軽減の

ために国から交付される高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金を積み立

てる当該基金について、平成２６年度も保険料軽減が継続されるため、平成

２６年３月３１日となっている失効日を、国通知に基づき１年間延長する。 

 

なお、本基金については、次のような特例措置に活用している。 

①低所得者の更なる保険料軽減（均等割 9・8.5軽減、所得割 5割軽減） 

②元被扶養者の更なる保険料軽減（均等割軽減、期限なし） 

 

 

 ※網掛け部分は法定軽減であり、白抜き部分が予算措置による軽減。 
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後期高齢者医療制度臨時特例基金条例 新旧対照表 

改正後 改正前 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（この条例の失効） 

２ この条例は、平成２７年３月３１日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額

があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。 

   附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（この条例の失効） 

２ この条例は、平成２６年３月３１日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額

があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。 
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件 名 ⑦ 監査委員の選任について 

 識見者の監査委員であった 
おおにし

 鎭雄
しずお

 氏 の後任の委員として、次の者を

選任するもの。 

 

氏名 北 村
きたむら

 治
はる

千代
ち よ

（八幡市監査委員） 

任期 平成２６年２月１４日～平成３０年２月１３日 

 

 

 

＜参考＞ 

※議員選出の監査委員 

氏名 長 岡
ながおか

 一夫
かずお

（木津川市議会議員） 

任期 平成２５年８月２３日～平成２７年４月２３日 

 

 

京都府後期高齢者医療広域連合規約（抜粋） 

（監査委員） 

第１６条 広域連合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、広域連合長が、広域連合の議会の同意を得て、人格が高潔で、 

地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見 

を有する者（以下「識見を有する者」という。）及び広域連合議員のうちから、

それぞれ 1人を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては４ 

年とし、広域連合議員のうちから選任される者にあっては広域連合議員の任 

期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを 

妨げない。 
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件 名 ⑧ 公平委員会委員の選任について 

 公平委員会委員であった 谷 川
たにがわ

 利
とし

明
あき

 氏 の後任の委員として、次の者を

選任するもの。 

 

氏名 山 本
やまもと

 昭
あき

雄
お

（井手町公平委員） 

任期 平成２６年２月１４日～平成３０年２月１３日 

 

 

 

＜参考＞ 

※現在、在任中の公平委員会委員 

 

氏名 米田
よねだ

 泰子
やすこ

（京田辺市公平委員） 

任期 平成２２年８月２７日～平成２６年８月２６日 

 

氏名 蘆田
あしだ

 勝
かつ

己
み

（福知山市公平委員） 

任期 平成２３年８月１９日～平成２７年８月１８日 

 

 

地方公務員法（抜粋） 

（人事委員会又は公平委員会の委員）  

第９条の２   

２ 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に

理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を

得て、地方公共団体の長が選任する。 

 

 

 

 

  

16


